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中
大
紛
争

　

一
九
六
八
（
昭
和
四
十
三
）
年
二
月
の
「
学
費
値
上
げ
白
紙
撤

回
」
以
降
、
学
内
は
大
混
乱
が
続
い
て
い
た
。

　

井
上
達
雄
学
長
が
辞
意
を
表
明
し
、
全
理
事
・
監
事
が
総
辞
職

す
る
と
と
も
に
、
五
学
部
長
も
辞
任
願
を
提
出
し
た
。
さ
ら
に
、

三
月
に
は
評
議
員
会
の
議
長
・
副
議
長
も
辞
任
す
る
に
至
り
、
教

学
・
法
人
の
機
能
は
停
止
状
態
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
評
議
員
会
を
中
心
と
し
て
理
事
会
の
再
建
が

図
ら
れ
、
よ
う
や
く
四
月
十
五
日
に
新
理
監
事
が
選
出
さ
れ
る
と

と
も
に
、
同
十
八
日
に
は
、
五ご
き
じ
ょ
う
か
き
わ

鬼
上
堅
磐
理
事
が
理
事
長
に
就
任

し
た
。
新
理
事
は
、
四
月
二
十
二
日
の
理
事
会
で
五
鬼
上
理
事
長

を
総
長
職
務
代
行
に
、
守
屋
善
輝
理
事
を
学
長
事
務
取
扱
に
任
命

し
て
事
態
収
拾
に
乗
り
出
し
た
。
他
方
、
五
月
三
十
一
日
開
催
の

評
議
員
会
に
お
い
て
、「
学
校
法
人
中
央
大
学
評
議
員
会
常
置
委

員
会（
仮
称
）設
置
な
ら
び
に
同
規
則
制
定
の
件
」が
審
議
さ
れ
、

常
設
の
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
議
決
機
関
と
し
て
の
評

議
員
会
機
能
を
強
化
す
る
案
が
提
起
さ
れ
た
。

　

こ
の
議
案
は
、
新
設
の
常
置
委
員
会
を
議
決
権
の
な
い
諮
問
機

関
と
す
る
付
帯
条
件
を
付
加
さ
れ
て
可
決
さ
れ
、
六
月
十
八
日
付

で
二
八
人
の
常
置
委
員
が
選
任
（
そ
の
後
六
人
追
加
）
さ
れ
る
と

と
も
に
同
月
二
十
一
日
の
第
一
回
常
置
委
員
会
に
お
い
て
大
沢
雄

一
委
員
長
を
選
出
し
た
。

　

こ
の
常
置
委
員
会
は
、
予
決
算
関
係
を
審
議
す
る
第
一
小
委
員

会
と
総
長
制
ほ
か
の
制
度
・
規
定
を
審
議
す
る
第
二
小
委
員
会
に

分
か
れ
て
活
動
を
開
始
し
、
八
月
八
日
の
評
議
員
会
に
、
学
生
会

館
運
営
の
不
備
を
報
告
し
た
。

　

こ
の
報
告
を
受
け
た
評
議
員
会
は
、
会
館
運
営
費
を
予
備
費
に

編
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
予
算
の
実
質
的
管
理
を
決
定
す
る
が
、

こ
の
決
定
は
、
教
学
・
学
生
の
強
い
反
発
を
招
い
て
し
ま
っ
た
。

　

連
合
教
授
会
を
中
心
に
す
る
教
学
側
は
、「
教
学
事
項
と
し
て

所
定
の
手
続
き
に
も
と
づ
き
制
定
さ
れ
た
会
館
規
程
の
実
施
を
、

予
算
審
議
権
の
行
使
に
よ
っ
て
一
方
的
に
妨
げ
る
決
定
が
、
教
員

の
反
対
を
押
切
っ
て
強
行
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
が
常
置
委
員
会
の

報
告
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
」
な
ど
を
指
摘
し
、
常
置

委
員
会
が
「
独
裁
の
機
関
に
転
化
し
」
た
と
批
判
し
た
。
ま
た
、

学
生
側
も
会
館
運
営
を
め
ぐ
る
学
生
の
権
利
を
無
視
し
た
暴
挙
と

し
て
対
決
姿
勢
を
強
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

教
学
側
は
、
常
置
委
員
会
の
越
権
行
為
を
阻
止
す
る
た
め
の
制

度
的
改
正
を
理
事
会
・
評
議
員
会
に
求
め
る
一
方
、
学
生
側
に
対

し
て
は
、
十
月
初
旬
頃
か
ら
昼
夜
自
治
会
と
五
学
部
長
と
の
大
衆

会
見
を
も
ち
、
学
部
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
連
合
と
の
共
催
で
学
部
テ
ィ
ー

チ
イ
ン
（
討
論
集
会
）
を
開
催
、
十
一
月
二
十
七
日
に
は
昼
間
部

自
治
会
主
催
の
第
一
回

全
学
テ
ィ
ー
チ
イ
ン
に

応
ず
る
な
ど
し
て
、
問

題
の
解
決
を
は
か
ろ
う

と
し
た
が
、
結
局
十
二

月
七
日
に
は
夜
間
部
自

治
会
に
よ
る
理
工
学
部

ス
ト
ラ
イ
キ
が
始
ま
っ

た
。

　

さ
ら
に
、
十
日
の

昼
間
部
第
二
回
全
学

テ
ィ
ー
チ
イ
ン
を
経
る
過
程
で
、
学
生
側
の
反
発
は
強
ま
り
、
つ

い
に
、
十
三
日
に
は
「
全
学
中
央
闘
争
委
員
会
」（
全
中
闘
）
が

結
成
さ
れ
て
ス
ト
権
を
確
立
す
る
事
態
に
ま
で
進
展
し
た
。
十
四

日
の
理
事
会
・
教
学
と
学
生
側
と
の
大
衆
会
見
で
は
、
常
置
委
員

会
を
特
別
委
員
会
制
度
に
変
更
す
る
提
案
が
な
さ
れ
た
が
、
話
し

合
い
は
決
裂
し
、
つ
い
に
全
学
バ
リ
ケ
ー
ド
ス
ト
ラ
イ
キ
に
突
入

し
て
し
ま
っ
た
。

　

こ
の
全
学
ス
ト
突
入
を
契
機
に
、
評
議
員
会
内
の
対
立
が
表
面

化
し
、
十
六
日
の
評
議
員
会
で
は
、
教
学
側
評
議
員
が
常
置
委
員

会
即
時
廃
止
の
緊
急
動
議
を
提
出
し
た
が
、
反
発
す
る
評
議
員
の

退
席
で
閉
会
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
教
学
側
は
、
常
置
委
員
会
廃
止

を
求
め
る
九
四
人
の
評
議
員
の
署
名
を
も
っ
て
評
議
員
会
の
理
事

長
招
集
請
求
を
進
め
、
翌
六
九
年
一
月
十
三
日
の
評
議
員
会
に
お

い
て
、
常
置
委
員
会
廃
止
を
可
決
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
全
中
闘
は
「
常
置
委
な
き
常
置
委
体
制
」
が
未
だ
解

決
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
ス
ト
ラ
イ
キ
を
継
続
し
た
た
め
、
大
学

当
局
は
、
二
月
十
九
日
警
視
庁
に
機
動
隊
の
出
動
を
要
請
し
て
、

バ
リ
ケ
ー
ド
を
撤
去
し
、
二
ヵ
月
ぶ
り
に
封
鎖
を
解
除
し
た
。
常

置
委
員
会
は
、
大
学
へ
の
機
動
隊
導
入
と
い
う
異
常
事
態
と
と
も

に
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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